
２０１９年７月２４日 

北海道電力株式会社 

 

泊発電所３号機における運転上の制限の逸脱に係る 

保安規定違反に関する原因と対策の取り組み状況について 

これまで当社は、当該ディーゼル発電機の制御盤のほか、当該制御盤製作メーカー（以下「当

該メーカー」）から泊発電所へ納入された安全上重要度の高い全ての制御盤について、１箇所の

端子台に２本入線されている端子接続部の点検を実施し、健全であることを確認いたしました。 

また、泊発電所員および当該メーカーの原子力設備を納入している工場社員を対象とした事例

周知による教育を実施するとともに、当該メーカーの制御盤製作に関する手順書について、同様

の端子の接続部に係る留意事項を記載いたしました。 

２０１８年１１月９日９時３４分、停止中の泊発電所３号機において、点検していた非常用ディ
ーゼル発電機Ｂ号機（以下「３Ｂ－ＤＧ」）について、試運転のため中央制御室から起動操作を行っ
たところ、起動しない事象が発生しました。 
原因調査の結果、非常用ディーゼル発電機制御盤（以下「制御盤」）内にあるリレー※１端子※２台

（以下「端子台」）に接続される２本の端子のうち、１本の端子に接続不良が認められました。 
その後、同日１５時３０分に接続不良の端子を正しく接続したうえで、同日１６時５０分から

３Ｂ－ＤＧの試運転を再度実施したところ、中央制御室からの起動操作により正常に起動するこ
とを確認しました。 
端子の取付不良状態を模擬した試験モデルを作成し、地震発生を想定した試験※３を実施した結

果、地震発生を考慮した場合でも当該端子の導通を確保できるとの評価は得られたものの、試験条
件によっては導通可能な状態を保持する力が変わりうることが認められ、３Ｂ－ＤＧが動作不能と
なる可能性を否定できないことから、以下の期間において保安規定第７２条および第７３条に定め
る運転上の制限※４を逸脱していたものと見なし、本日原子力規制委員会に報告を行いました。 
＜運転上の制限を満足していない期間＞ 

２００９年２月１６日１６時５２分※５～２０１８年１１月９日２２時３１分※６のうち、３Ｂ－

ＤＧに待機要求があった期間。 

（２０１８年１２月７日お知らせ済み） 
 
２０１８年１２月１９日、原子力規制委員会により、本事象が保安規定第７２条および第７３条

に違反していると判断されました。 
泊発電所３号機は、これまで２サイクルに亘り運転しております。この間※７、保安規定第７２条

ではディーゼル発電機２基が動作可能であることを求めていましたが、３Ｂ-ＤＧで信号ケーブル
の取付不良状態が続いており、３Ｂ-ＤＧの安全機能の健全性を担保できない状態であったことか
ら、保安規定第７２条に違反していたと判断されたものです。 
 また、泊発電所３号機の運転停止中においても、保安規定第７３条でディーゼル発電機２基が
動作可能であること※８を求めていましたが、上記運転中同様に安全機能の健全性を担保できない
状態であったことから、３Ｂ-ＤＧが機能を要求される期間※９に保安規定第７３条に違反していた
と判断されたものです。 
 当社といたしましては、今回の原子力規制委員会の判断を真摯に受け止め、根本原因の分析※１０

を行い、その結果を踏まえた再発防止対策を２０１９年３月２５日までに策定し、確実に実施して
まいります。 

（２０１８年１２月１９日お知らせ済み） 

 

当社は、本事象の再発防止対策の策定に向け、２０１８年１２月１４日※１１に専門チームを設置

し、調達先の工場への調査や関係者へのインタビューに加え、外部の分析専門家のご意見も伺い

ながら根本原因の分析を行ってまいりました。 

このたび、再発防止対策をより確実なものとするため、当社の品質保証体制、工場立ち会いな

どの調達管理および保守管理に関して追加分析を行うこととし、当初２０１９年３月２５日まで

としていた再発防止対策の策定時期を、２～３ヶ月程度延期することといたしました。 

当社といたしましては、更なる調査、分析の深掘り等を行うことで、より確実な再発防止対策

を策定し、着実に実施してまいります。 

（２０１９年３月２０日お知らせ済み） 



更に、当社は再発防止対策の策定に向け、根本原因の分析を実施いたしました。根本原因分析

にあたっては、社内に分析のための専門チームを設置し、当該メーカーの工場への調査や関係者

へのインタビューに加え、外部の分析専門家のご意見も伺いながら進めるとともに、更に当該メ

ーカーの製作状況に関わらず、ケーブルの取付不良状態を検出できなかった当社の設備設置時お

よび保守管理時における調達管理上の問題について分析してきました。 

 

今回、これまでの分析を通じて、再発防止対策をより確実なものとするため、当社の調達管理

上の背後にある組織上の要因に係る再分析など、更なる組織的要因の洗い出しと分析の深掘りな

どが必要であると判断し、更に時間をかけて実施することといたしました。 

根本原因分析に基づいた再発防止対策を策定次第、あらためてお知らせいたします。 

 

また、北海道および岩宇４カ町村（泊村、共和町、岩内町、神恵内村）には、「泊発電所に関す

る通報連絡及び公表基準」に基づき、本件に関して連絡するとともに、確実な再発防止対策につ

いて、あらためて連絡してまいります。 

 

再発防止対策の策定に時間を要しており、大変ご心配をお掛けしておりますが、より万全な再発

防止対策の策定に向けて、着実に取り組んでまいります。 

 
※１：電気的信号によって、電気回路を開閉する装置。 

※２：電気回路の電流の出入り口に付ける外部との連絡のための金具。 

※３：＜外力試験＞（２０１８年１１月１４日～２０１８年１１月１６日） 

実機相当の試験モデルを用い、端子が端子台から引き離されるのに必要な外力（引き上げ力）を計測する試験。

試験の結果、地震発生時を考慮した場合でも、導通が可能な状態を維持する押し付け力は、地震時に発生する

引き離す力に比べて十分な裕度を有することを確認した。 

＜加振試験＞（２０１８年１１月１６日～２０１８年１２月５日） 

実機相当の試験モデルを用い、基準地震動相当の振動を加える試験。試験の結果、基準地震動相当の地震が発

生した場合でも、当該端子の導通が維持されることを確認した。 

   ＜影響確認試験＞（２０１８年１２月５日～２０１８年１２月７日） 

外力試験と同様の試験モデルを用い、端子に一旦導通が無くなる程度の様々な外力を与えた後、導通可能な状

態を復旧させた状態で、外力試験と同様に端子が端子台から引き離されるのに必要な外力を計測する試験。試

験の結果、いずれのケースにおいても、導通が可能な状態を維持する押し付け力は、地震発生時に発生する引

き離す力に比べて大きいことを確認されたものの、外力試験の結果と比較し、押し付け力が低下するケースも

あることが認められた。 
※４：保安規定では原子炉の運転状態に応じ、「運転上の制限」などが定められており、保安規定第７２条および第７３

条には、原子炉の運転状態による非常用ディーゼル発電機の待機要求が記載されている。 

※５：泊発電所３号機において、保安規定適用後に初めて非常用ディーゼル発電機の待機要求が２基となった日時 

※６：３Ｂ－ＤＧ起動信号回路のリレー端子台に接続する端子において、正しく端子穴にビスを通し締め付けが完了し、

試運転が終了した日時 
※７：第１運転サイクルにおいて３Ｂ－ＤＧ待機要求のある期間（２００９年２月１６日～２０１１年１月５日） 

   第２運転サイクルにおいて３Ｂ－ＤＧ待機要求のある期間（２０１１年３月２日～２０１２年５月７日） 

   ３号機の営業運転開始日（２００９年１２月２２日） 

※８：保安規定第７３条（停止中においては、３Ａ－ＤＧ、３Ｂ－ＤＧ、代替非常用発電機または他号炉の非常用ディー

ゼル発電機、の３基のうち２基動作可能であることを求めている。） 

※９：第１回定期検査および第２回定期検査において３Ｂ－ＤＧが機能を要求される期間は、２５３日間である。 

※１０：直接的な原因分析を踏まえて、直接原因の背後にある要因の分析を通して抽出される組織要因を分析し、

改善する措置をとること。 
※１１：２０１９年３月２０日のプレス発表では、分析のための専門チームの設置を２０１８年１２月１８日 

としていましたが、正しくは１２月１４日の誤りでした。 

以 上 


